
九
世
紀
の
国
郡
支
配
と
但
馬
国
木
簡

序
こ
の
報
告
で
は
、
但
馬
国
出
土
の
木
簡
を
用
い
て
、
九
世
紀
―

一
〇
世
紀
初

頭
に
お
け
る
国
郡
支
配
の
実
態
を
考
え
た
い
。
素
材
と
し
て
は
、
主
に
袴
狭
遺

跡
出
土
の
木
簡
を
取
り
上
げ
る
。
し
た
が
っ
て
、
但
馬
国
出
石
郡
に
お
け
る
支

配
の
諸
相
を
考
察
す
る
こ
と
が
論
の
中
心
と
な
る
。

袴
狭
木
簡
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
渡
辺
晃
宏
が
的
確
な
整
理
を
行
な
い
、
郡

家
遺
跡
の
木
簡
と
し
て
貴
重
な
内
容
を
も
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
祈
¨
私
は
渡
辺

論
文
に
基
本
的
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
い
く
つ
か
の
点
で
解
釈
の
可
能
性
を
拡
げ

て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
「諸
郷
徴
部
」

―
郡
雑
任

の
編
成
―

最
初
に
検
討
し
た
い
の
は
、
次
の
木
簡
で
あ
る
。

①

　

「諸
郷
徴
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
三
ハ
８７
〔帳
静

士
口

宣
（

司

こ
れ
は
袴
狭
遺
跡
内
田
地
区
で
出
上
し
た
木
簡
で
、
九
世
紀
代
の
礎
石
総
柱

建
物
の
倉
庫
群
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
形
態
は
題
袋
軸
で
、
文
字
は

「諸
郷
徴
部
」
と
読
ん
で
誤
り
な
い
。
反
対
面
に
墨
痕
は
確
認
で
き
な
い
が
、

何
ら
か
の
記
載
が
あ
っ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

「徴
部
」
は
近
江
国
愛
智
郡
大
国
郷
の
売
券
に
も
現
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
郡

雑
任
の
一
種
で
あ
る
。
正
税
出
挙
に
関
与
し
、
郷
に
二
人
置
か
れ
、
短
期
間
で

交
替
し
て
い
た
こ
と
が
、
売
券
の
記
載
か
ら
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
弘
仁
十
三

年

（人
一
一一
じ
聞
九
月
二
十
日
太
政
官
符

（
『類
衆
三
代
格
』
巻
六
、
公
根
事
）
は
、

国
郡
が
差
発

。
使
役
す
る
雑
任
や
得
丁
に
関
す
る
包
括
的
規
定
で
、
九
世
紀
の

雑
径
の
実
態
を
よ
く
示
す
史
料
で
あ
る
病
）
そ
こ
に
郷
別
二
人
の

「徴
税
丁
」

が
見
え
、
徴
部
は
こ
れ
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
正
税
出
挙

に
か
か
わ
る
郡
雑
任
と
し
て
は
、
徴
部
の
ほ
か
に
税
長
が
い
た
。
税
長
は
各
郡

の
正
倉
に
院
別
三
人
お
か
れ
、
倉
を
管
理
し
て
財
政
を
運
用
し
、
出
挙
の
貸
付

に
あ
た
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
徴
部
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
正

税
の
徴
収
を
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
税
長
と
徴
部
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
分

業
関
係
と
見
る
説
と
指
揮
関
係
と
す
る
説
と
が
あ
祈
．
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郡
雑
任
の
中
核
に
い
た
の
は
、
こ
の
税
長
と
郡
書
生
で
あ
っ
た
。
郡
書
生
は

田
地
支
配
や
調
庸
収
取
な
ど
、
ほ
ぼ
全
て
の
郡
務
に
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
郡
雑
任
は
入
世
紀
中
葉
に
は
史
料
上
に
現
わ
れ
、
九
世
紀
後
葉
に
衰

滅
し
た
。
木
簡
①
の
推
定
年
代
も
こ
れ
に
合
致
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

『和
名

類
衆
抄
』
で
は
出
石
郡
は
七
郷
か
ら
な
る
が
、
袴
狭
遺
跡
出
土
木
簡
に

「余
戸

里
長
」
と
い
う
記
載
が
見
え
る
の
で

（木
一
九
５８
）、
律
令
体
制
下
に
は
人
郷
が

あ
り
、
中
郡
と
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
弘
仁
十
三
年
官
符

の
基
準
で
は
、
出
石
郡
に
は
郡
書
生
が
四
人
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
木
簡
①
は
ど
う
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
出
石
郡
の
正

倉

（ま
た
は
複
数
あ
っ
た
正
倉
の
一
つ
）
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
従

っ

て
、
正
税
出
納
業
務
に
関
わ
る
文
書
を
巻
子
に
仕
立
て
、
そ
れ
に
こ
の
題
幾
軸

が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。
袴
狭
遺
跡
内
田
地
区
で
は
ほ
か

に
も
出
納
業
務
に
伴
う
木
簡
が
出
土
し
て
い
る

（木
一
九
５８
、
木
≡

一２４９
〔
Ｔ
・３
〕、

木
≡

所

〔
Ｔ
２５
）
ｏ

こ
れ
ま
で
木
簡
①
は
、
徴
部
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
、
ま
た

は
そ
う
し
た
文
書
や
木
簡
の
写
を
保
管
す
る
巻
子
に
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。
確
か
に
正
税
の
徴
収
や
未
進
分
の
処
理
に
関
し
て
、
木
簡
や
文
書

が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
無
管
す
る
の
は

税
長
の
職
務
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
わ
ざ
わ
ざ

「徴
部
」
と
い

う
職
名
を
題
銭
軸
に
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
内
容
に
即
し

て
、
「諸
郷
収
支
」
「諸
郷
未
進
」
な
ど
と
書
く
か
、
鳥
取
県
岩
吉
遺
跡
出
上
の

題
鎖
軸
の
よ
う
に

「〇
〇
年
税
帳
」
な
ど
と
記
す
ほ
う
が
ず
っ
と
自
然
で
あ
ろ

う
。
反
対
面
に
別
の
記
載
が
あ
っ
た
可
能
性
が
残
る
か
嘱
）
な
お
断
定
は
憚
ら

れ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
記
載
者
の
関
心
は

「徴
部
」
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
私
は
、
木
簡
①
を

「徴
部
歴
名
」
を
貼
り
つ
い
だ
巻
子
に
付
さ
れ
た

も
の
と
考
え
て
み
た
い
。
税
長
た
ち
は
正
税
の
徴
収
を
確
実
に
す
る
べ
く
、
各

郷
の
徴
部
が
誰
で
あ
る
か
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
彼
ら
の
人
名
録
を
持

っ
て
い
た
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

出
石
郡
八
郷
に
徴
部
は

一
六
人
し
か
お
ら
ず
、
そ
の
歴
名
は

一
紙
に
十
分
収
ま

る
だ
ろ
う
か
ら
、
題
鉄
軸
を
付
け
る
の
は
不
自
然
に
も
思
え
よ
う
。
し
か
し
徴

部
は

一
年
程
度
で
交
替
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
未
進
分
の
徴
収
な
ど
を
考

え
れ
ば
、
彼
ら
の
歴
名
は
何
年
か
遡
っ
て
保
管
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
徴
部
歴
名
は
貼
り
つ
が
れ
、
そ
の
継

文
に
題
鎖
軸
が
付
け
ら
れ
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。

右
の
私
見
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
か
か
る
歴
名
が
他
の
郡
雑
任
に
つ
い
て

も
作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。
大
国
郷
売
券
に
見
え
る
郡
雑
任

に
は
、
領
か
ら
郷
長
へ
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
職
務
か
ら
別
の
職
務
に
転
じ
た

者
が
い
る
。
郡
雑
任
に
は
そ
れ
な
り
の
知
識
と
財
力
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
、
主

と
し
て
郡
内
の
有
力
者
が
、
お
そ
ら
く
郡
司
に
よ
っ
て
順
々
に
差
点
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
例
え
ば
年
に

一
度
、
郡
雑
任
の
総
歴
名
が
作

成
さ
れ
、
各
部
署
に
関
係
部
分
の
抜
き
書
き
が
配
布
さ
れ
る
と
い
っ
た
状
況
を



想
定
し
て
み
た
い
。
な
お
、
郡
雑
任
と
国
雑
任
の
差
点
が
ど
う
連
動
し
て
い
た

か
は
、
よ
く
判
ら
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
院
政
期
の
受
領
が

「歴
名
帳
」
「国
雑
色
」
「国
侍
」
「国
内
富
人
」
な
ど
を
把
握
し
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
の
源
流
を
、
郡
雑
任

。
国
雑
任
の
総
歴
名
や
差

点
簿
に
求
め
る
の
も
、
あ
な
が
ち
無
謀
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
郡
符

。
郡
召
文
に
は
、
郷
長
や
郡
雑
任
を
召
す
も
の
が
少
な
く
な

い
。
彼
ら
の
指
揮
権
が
郡
司
に
あ
つ
た
以
上
、
異
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
の
だ

が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
木
簡
で
あ
る
。

②

　

「
郡
召
税
長
膳
臣
澄
信
　
脇
鶉
詢
眸

〔
□
囀
飲
口

〔企
口力
〕

名

不
避
昼
夜
視
護
仕
官
□
而
十
日
不
宿
□
×

〔怠
力
〕

只
今
暁
参
向
於
郡
家
不
得
延
□
□
□

大
領
物
部
臣
今
継
　
　
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
木
一
５
２‐４

③
　
。
「召
史
生
奈
胡
□
何
故
意
□
口
不
召
今
怠
者
大
夫
入
坐
」

軍

待
申
物
曽
見
尊

見
尊

エハ
ロ
ロ
日
妊
酢

　

」

綴
ヵ
〕
　
木
一
人
７７

木
簡
②
は
福
岡
県
上
長
野
Ａ
遺
跡
で
出
土
し
た
も
の
で
、
税
長
を
郡
家
に
召
喚

し
て
い
る
。
豊
前
国
企
救
郡
家
周
辺
で
廃
棄
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。　
一
方
、
木

簡
③
は
兵
庫
県
香
住
ヱ
ノ
田
遺
跡
で
出
土
し
、
郡
司
が
国
司
の
史
生
を
召
し
た

文
書
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
不
可
解
な
事
態
を
想
定
す
る

よ
り
も
、
木
簡
①
の

「史
生
」
は

「書
生
」
、
つ
ま
り
郡
書
生
の
こ
と
と
解
し

た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
類
例
は
な
い
が
、
郡
雑
任
の
呼
称
は
地

域

。
時
期
に
よ
つ
て
多
様
で
あ
る
し
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
職
名
と
し
て
史
生
と
書

生
が
通
用
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
香
住
ヱ
ノ
田
遺
跡
は
、
出
石
郡
穴
見
郷
の

行
政
的
中
心
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
場
所
に
郡
書
生
に
な
る
よ
う

な
有
力
者
が
い
て
、
彼
は
③
の
郡
召
文
を
受
け
た
が
、
こ
れ
を
出
石
郡
家
ま
で

携
帯
す
る
こ
と
な
く
捨
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
「諸
郷
徴
部
」
題
鎖
軸
に
つ
い
て
、
徴
部
歴
名
の
継
文
に
付
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
こ
れ
は
む
ろ
ん

一
つ
の
可
能
性
に
す
ぎ
ず
、
自

説
に
拘
泥
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
徴
部
が
そ
れ
ほ
ど
文
書
を
作
成
し
て
い
た
だ

ろ
う
か
と
い
う
、
素
本
な
疑
問
か
ら
対
案
を
示
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
強
調
し
た
い
の
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
木
簡
①
を
税
長
と
い
う
郡
雑
任

の
職
務
に
即
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
袴
狭
遺
跡
内
田
地
区

は
遺
構
も
明
瞭
で
、
西
半

（Ｆ
区
Ｉ
Ｊ
区
）
で
出
土
し
た
木
簡
は
お
お
む
ね
税
長

の
業
務
に
と
も
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
続
¨
地
方
官
行
遺
跡
で
出
土
し
た
木
街

に
つ
い
て
は
、
国
雑
任

・
郡
雑
任
の
存
在
を
は
つ
き
り
意
識
し
、
い
か
な
る
部

署
や
職
務
に
伴
う
も
の
な
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
当
然
の
こ
と

が
改
め
て
痛
感
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
。
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〔
人
力
〕

④
　
。
「八
月
十
日
□
□
□
□
　
　
　
　
　
子
三
九

一
井
半
余
　
　
八
月
十

一
日

人
月
十
五
日
　
神
□

嫌
抑
三 二 吉
雌
井

　
辮
嚇
〓
翔

　
酌
脚
庫

一 井
牌
一

成
人
三
井
　
　
豊
足
三
井

稲
主
□

稲
主

〔十

四
と

人
月
十
□
日
六
□
□
□

□
口

日
日
回

合
九
十
五
井
　
　
　
　
　
　
　
同
日
汁

一
井

□
□
人
五
人
荷
十
三
井

　
八
月
十
二
日
□

日
日
Ｈ
Ｈ
日
日

開

出

各
台
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

木昂

汁井
　　　　
滞診
三耕

□
□
三
井

□
三
井

日
□
三
井

。
「

二
、
「井
」
納
帳
　
―
雑
終
に
よ
る
物
品
調
達
―

次
に
木
簡
④
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
も
袴
狭
遺
跡
内
田
地
区
で
出
土
し

た
も
の
で
、
下
層
遺
構

（八
世
紀
中
葉
―
九
世
紀
初
頭
）
に
伴
う
木
簡
と
考
え
ら

れ
る
。
人
名
か
ら
受
け
る
印
象
で
は
、
平
安
時
代
に
近
い
も
の
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
下
層
遺
構
の
時
期
に
も
出
納
関
係
の
木
簡
が
あ
り
、
本
簡
④
も
そ
う

し
た
職
務
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
勇
∝
④
は
下
端
が
折
れ
て
い
る
が
、
現
状
で

三
四
∽
以
上
を
測
る
大
ぶ
り
の
木
簡
で
、
某
年
人
月
十
日
か
ら
十
五
日
に
い
た

る

「井
」
単
位
の
も
の
の
記
録
で
あ
る
。
裏
面
に

「五
人
荷
十
三
井
」
と
記
す

か
ら
、
何
ら
か
の
物
品
を
収
納
し
た
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
木
簡

を
、
日
付
や
物
品
単
位
に
注
目
し
て
読
み
解
い
て
み
た
い
。

「井
」
と
い
う
単
位
に
は
類
例
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
私
は
こ
れ
を

「国
」

を
略
し
た
も
の
だ
と
推
定
す
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
正
倉
院
文
書
や
木
簡
で

は
こ
の
正
字
を
使
い
、
省
略
形
の

「囲
」
は
見
ら
れ
な
い
が
、
木
簡
④
は
帳
簿

の
記
載
で
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
略
し
た

「井
」
を
用
い
た
と
し
て
も
不
自
然

で
は
な
い
。
「国
」
と
は
藁
、
雰
、
草
、
竹
、
蒲

・
藩

・
商

・
菅
、
水
葱
、
木

賊
、
檜
皮
と
い
っ
た
繊
維
質
の
長
い
物
品
を
東
ね
て
数
え
る
単
位
で
あ
る
。
奈

良

・
平
安
時
代
に
は

「
ゐ
」
と
読
ん
で
い
た
。

で
は
、
木
簡
④
で
は
何
が
収
納
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
の
農
書
に



よ
れ
ば
、
『延
喜
式
』
の

「園
」
単
位
物
品
の
う
ち
、
苅
安
草
の
収
穫
期
は
人

月
半
ば
以
降
、
藍
は
五
月
中
旬
ｔ
六
月
、
商
草

。
菅

・
蒲
な
ど
は
六
月
頃
、
木

賊
は
四
月
で
あ
る
。
竹
は
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
七
月
下
旬
―
八
月
の
も

の
と
九
月
の
も
の
が
あ
続
呼
檜
度
は
今
で
は
人
月
―
四
月
に
採
る
が
、　
一
一
世

紀
紀
伊
国
で
は
材
木
は
農
閑
期
の
正
月
前
後
に
収
取
さ
れ
た
か
弧
）
檜
皮
も
恐

ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
木
簡
④
で
は
か
な
り
の
量
が
納
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
水
葱
な
ど
の
野
菜
と
も
考
え
に
く
い
。
従

っ
て
、
債
補
と
し
て
は
藁

・

効

・
竹
が
残
り
、
な
か
で
も
真
か
舞
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

九
世
紀
に
は
稲
の
根
刈
り
が
普
及
し
て
い
締
呼
後
世
の
例
に
な
る
が
、
稲
刈

り
は
か
な
り
長
期
に
わ
た
つ
て
続
け
ら
れ
た
。
刈
取
っ
た
稲
か
ら
乾
燥
さ
せ
、

一
ヶ
月
ほ
ど
乾
か
し
て
順
次
、
脱
穀
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
藁
が
で
き
て
く

る
の
で
あ
る
。
人
世
紀
の
大
和
国
で
は
、
早
稲
地
帯
の
添
下

。
平
群
郡
に
お
い

て
は
四
月
に
播
種

・
七
月
に
刈
取
り
、
晩
稲
地
帯
の
葛
上

・
葛
下

・
内
郡
に
お

い
て
は
五
―
六
月
に
播
種

・
八
―
九
月
に
刈
取
り
を
行
な
っ
編
．
ま
た

一
一
―

一
二
世
紀
に
も
、
早
稲
は
七
月
か
ら
収
穫
さ
れ
て
い
煽
」
と
す
れ
ば
、
八
月
中

旬
に

「初
物
の
藁
」
が
収
め
ら
れ
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

木
簡
①
の

「井
」
単
位
の
物
品
が
、
こ
の
よ
う
に
藁
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
古

代
出
石
郡
は
早
稲
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
雰
の
可
能
性
も
あ
り
、

真
が
そ
れ
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
も
想
定
し
う
る
が
、
厩
牧
令
厩
細
馬
条
に
よ
れ

ば
八
月
は
青
草
を
与
え
る
時
期
で
あ
っ
た
。

『延
喜
式
』
を
見
る
限
り
、
但
馬
国
の
調
庸

。
中
男
作
物

・
交
易
雑
物

・
別

貢
雑
物
な
ど
に
は
、
藁
や
斉
は
も
と
よ
り
、
「国
」
単
位
の
物
品
は
全
く
含
ま

れ
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
本
簡
④
を
京
進
物
の
納
帳
と
見
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
菓
や
効
の
よ
う
な
安
価

。
日
常
的
で
か
さ
ば
る
物
品
を
、
但
馬
国
か

ら
貢
上
す
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
賦
役
令
藁
藍
条
に
よ
れ

ば
、
京
で
使
用
す
る
藁

。
藍

（と
も
に

「目
」
単
位
の
物
口∪
な
ど
は
畿
内
か
ら

上
納
さ
れ
、
『令
集
解
』
同
条
古
記
は

「国
、
輸
す
べ
き
物
色
を
知
り
、
臨
時

に
雑
得
を
充
て
て
採
ら
し
む
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
ま
た
先
述
の
弘
仁
十
三
年

関
九
月
二
十
日
太
政
官
符
に
は
、
諸
国
の
終
丁
の
う
ち
に

「採
藁
丁
」
「菊

丁
」
が
見
え
る
。
こ
の
ほ
か

「採
松
丁
」
「炭
焼
丁
」
な
ど
も
い
た
。
木
簡
④

の
物
品
は
、
藁
で
あ
ろ
う
が
、
笏
で
あ
ろ
う
が
、
雑
得
に
よ
つ
て
調
達
さ
れ
、

出
石
郡
家
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
続
¨

た
だ
、
弘
仁
十
三
年
官
符
に
い
う
採
藁
丁

・
雰
丁
が
貢
進
者
自
力
を
指
す
の

か
、
納
入
を
指
揮
す
る
者
を
指
す
の
か
、
は
た
ま
た
雑
絡
賦
課
額
の
基
準
に
過

ぎ
な
い
の
か
は
明
確
で
な
く
、
木
簡
①
の
人
名
と
ど
う
関
連
す
る
か
に
つ
い
て

は
考
究
を
要
す
る
。
と
も
あ
れ
、
二
園
を
基
準
と
す
る
藁
ま
た
は
痴
の
輸
納
量

は
、
各
人

一
日
分
程
度
の
雑
終
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
出
石
郡
家
で
は

こ
の
よ
う
に
し
て
日
常
的
な
雑
物
を
徴
収
し
、
消
費
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
松

明
や
炭
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
正
税

帳
か
ら
は
う
か
が
い
知
れ
ず
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

郡
家
に
お
け
る
雑
物
運
用
を
示
す
ら
し
い
木
簡
は
、
他
遺
跡
の
出
土
品
に
も

見
ら
れ
る
。



⑤
　
。
「　
□
□
□
日
誕
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
日
日
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
国
□
□
□
同
日
日
Ｈ
Ｈ
日

日Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
□

口
日
田
日
日
□
破
舵
Ｆ
果
下
．臥
即
酢
即
酎
酔
叫
己

□
□
六
月
十
二
日
下
日
Ｈ
日
Ｈ
Ｈ
国
　
　
　
上ハ
月
廿
日
下
三
果
□

〔
倉

垣

殿
と

口
日
――
□
　
八
月
十
日
□
七
果
大
□

一
果
□
□
□

一
果
食
用
五
果

九
月
廿
八
日
□
□
果

同

国

下
□
日

回

口
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
ＨＨ

Ｈ
Ｈ

Ｈ

日

Ｈ

話

Ｗ

屋

目

王

焔

甲

昇

呂

喬

□

日
回

酢

Ｈ

日

回

日
Ｈ
ＩＩ
Ｈ
回
七
月
十
六
日
下
三
果
回
□
□
□
□
□
日
下
八
果
□
受
閏
七
月
五
日
下
三
果
日
Ｈ
Ｈ
回
六
十
六
□
残
百
〔酢
附
脚
紹
」

八
月
十
四
日
□
一配
果
、
ヵ
′口
□

一
果
□
□

一
果

ば
剛
乎

昌

竪

果
　

九
尺

詣

ｇ

円

Ш

閉

驚

埜

果
催

早

果

八

月

上

酔

日
、
ヵ
ィビ

ニ

果

□

用

画

即

醐

□

日

□

一
果

日

日

団
伴
五
爵
き
加
熟

っ
て
調
達
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、
私
の
想
定
で
あ
る
。
ま
た
か
な
り
時
代
が

降
る
が
、　
〓

一世
紀
の
淀
在
家
に
は
藁

。
菖
蒲

。
八

・
茄
子

。
薪
が
課
さ
れ
、

生
鮮
食
料
や
屋
形
船
の
運
送
は
随
時

「召
」
さ
れ
て
い
た
。
藁

・
薪

・
八
は
日

常
生
活
に
密
着
し
た
、
安
く
て
雑
多
な
賦
課
品
の
代
表
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
次
の
木
簡
も
興
味
深
い

（『長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
一
一
四
号
）。

⑥

敷
席
二
枚
　
鱒
□
升
　
芹
□

符

屋
代
郷
長
里
正
等

匠
丁
根
代
布
五
段
（腕
ガ

一
人
馬
十
二
疋

〔れ押〕
□
宮
室
造
人
夫
又
殿
造
人
十
人

日
Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ
□
日
下
三
果
日
Ｈ
ＩＩ
Ｈ
□

。
「

〔買
ヵ
〕

回
□
□
□
□
□
∩運
力
〕
〔枚
力
〕

同
□
廿
日
□
同
□
□

十
三
日．醜
比
四
枚

口

回

ま
ず
木
簡
⑤
は
、
鳥
取
県
岩
吉
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
九
世
紀
前
葉
頃
の
帳
簿
木

（２３
）

簡
で
、
恐
ら
く
因
幡
国
高
草
郡
の
正
倉
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
読
み

と
れ
る
限
り
で
は
、
六
月

一
日
―
九
月
二
八
日
に

「果
」
単
位
の
物
品
を

「下
」
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
倉
か
雑
舎
に
収
め
て
あ
っ
た
八
の
下
帳
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
囚
幡
国
の
京
進
物
に
人
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ

ら
も
ま
た
郡
家
の
日
常
的
な
食
料
品
と
し
て
、
雑
得
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
倉
院
文
書
に
よ
れ
ば
、
写
経
所
は
銭
を
用
い
て
薪

。

藁

・
野
菜

・
八

・
調
味
料
な
ど
を
購
入
し
て
い
た
。
律
令
体
制
下
の
地
方
官
衛

で
は
、
こ
の
よ
う
な
物
品
は
銭
や
正
税
を
支
出
す
る
の
で
は
な
く
、
雑
終
に
よ

□
口

九世紀の国郡支配と但馬国木簡

〔汁
果
下
力
〕

□
回
□
寺

士
□
□

□
□
聯

□
士
□
□

〔
イ
Ｆ
軍
〕

□
認
半

」

木

一
人
１５６
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。
「
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日

□

〔出
〕

□
物
令
火
急
召
□
□
者
宜
行
　
　
　
　
　
　
　
少
領

こ
れ
は
信
濃
国
埴
科
郡
司
が
屋
代
郷
長
ら
に
対
し
、
敷
席

・
儒

・
芹
と
い
っ
た

物
品
と
と
も
に
、
人
夫

。
馬
な
ど
を

「召
」
し
た
郡
符
木
簡
で
あ
る
。
人
夫
は

雑
終
と
し
て
徴
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
残
る
物
品
に
つ
い
て
も
、

収
取
税
目
を
あ
え
て
求
め
る
な
ら
、
雑
得
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
れ
ま
で
雑
絡
は
力
役
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
正

当
で
あ
る
。
し
か
し
地
方
官
衡
に
お
け
る
日
常
的
な
物
品
調
達
も
ま
た
、
雑
終

と
い
う
税
目
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
品
部
雑
戸
に
呑
上
型
と
貢
納
型
が
あ
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
物
品
は
郡
家
だ
け
で
な
く
、
国
府
の
日
常
業
務
で
も
不
可
欠

の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
国
郡
支
配
、
あ
る
い
は
地
域
社
会
の
政
治

秩
序
の
基
底
に
は
、
多
種
多
様
の
雑
絡
徴
発
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

弘
仁
十
三
年
官
符
に
見
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
雑
徳
は
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
る
が
、

実
は
物
納
に
よ
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
推
定
し
て
お
き
た
い
」

木
簡
⑥
で
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
力
役
も
物
品
も
と
も
に

「召
」
す
と

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
郡
雑
任
も
郡
司
に

「召
」
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
雑
任
で
あ
れ
、　
一
般
公
民
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
労
役

・
物
品
を

「召
」
さ
れ
て
郡
家
や
国
府
に
出
か
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
こ
そ
が

「
ク
サ
グ
サ
ノ
ミ
ュ
キ
」
（雑
篠
の
和
訓
）
に
ほ
か
な
ら

な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
雑
終
は

一
〇
世
紀
に
は
臨
時
雑
役
に
受
け
つ
が
れ
る

が
、
臨
時
雑
役
も
ま
た
、
多
種
多
様
の
力
役
や
物
品
を
徴
発
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
淀
在
家
に
見
た
よ
う
な
、
中
世
的
な
所
課
を

「召
」
す
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。
佐
藤
泰
弘
は

一
〇
世
紀
後
葉
以
降
の
社
会
関
係
を
、
「召
―

奉
仕
」
関
係
を
基
軸
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
赫
呼
た
だ
し
ヽ
「召
」
と

い
う
観
念
は
律
令
官
僚
制

・
律
令
負
担
体
系
の
下
で
も
確
か
に
存
在
し
た
。
律

令
体
制
が
崩
壊
す
る
に
つ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

「召
」
が

「進
官
留
国
の
雑

役
」
を
は
じ
め
と
す
る
臨
時
雑
役
、
あ
る
い
は
中
央
諸
官
司
の

「召
物
」
な
ど

と
し
て
、
そ
の
姿
を
露
わ
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
木
簡
④
を
維
得
に
よ
る
、
お
そ
ら
く
藁
か
雰
の
収
納
帳
簿
だ
と
考
え
、

そ
こ
か
ら
地
方
官
衛
に
お
け
る
物
品
調
達
体
制
に
関
説
し
た
。
地
方
官
衛
遺
跡

出
上
の
木
簡
は
律
令
体
制
下
の
力
役

・
物
品
収
取
の
実
態
を
示
す
、
ま
た
と
な

い
史
料
で
あ
る
。
雑
得
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
中
央
か
ら
、
法
制
史
料
か
ら
考

え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
根
強
い
。
そ
う
し
た
法
制
史
的
理
解
を
超
え
て
、
中
世

に
も
つ
な
が
る
地
方
支
配
の
実
相
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
木
簡
の
果
た
す

役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

三
、
「禁
制
」
札
　
―
立
札
と
抜
札
―

袴
狭
遺
跡
内
田
地
区
の
倉
庫
群
は
お
そ
ら
く
九
世
紀
の
う
ち
に
消
滅
す
る
。



⑦

「　
　
　
　
　
　
宙
佳
締
静
讐
冨

〔
穀
力
〕

禁
制
六
条
九
里
廿
椎
下
田
弐
段
百
姓
□
□
□
□
□
　
　
　
執

〔掌
力
〕

□
人
□
□
□
□

日

日

そ
の
後
は
木
簡
の
内
容
も
出
土
状
況
も
大
き
く
変
わ
る
。
国
司
の
受
領
化
、
国

郡
の
業
務
の
一
体
化
、
郡
雑
任
の
衰
退
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
た
国
郡
支
配
の
変
化
と
、
そ
れ
は
見
事
に
対
応
し
て
い
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、　
一
〇
世
紀
初
頭
の
木
簡
を
検
討
し
た
い
。
右
に
掲
げ
た
⑦

は
、
袴
狭
遺
跡
大
坪
１
区
で
出
土
し
た
長
さ
五
九

・
五
銀
の
長
大
木
簡
で
あ
る
。

水
田
面
を
覆
う
洪
水
性
堆
積
物
に
埋
も
れ
て
い
た
。
下
端
を
尖
ら
せ
た
り
、
釘

穴
を
開
け
た
り
し
て
い
な
い
が
、
屋
外
に
掲
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
内

容
的
に
は
、
六
条
九
里
廿
坪
の
椎
下
田
二
段
に
関
し
、
何
ら
か
の
行
為
を

「禁

制
」
し
て
い
る
。
そ
の
日
は
出
石
郡
上
野
郷
の
百
姓
某
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
禁
制
し
た
主
体
は
、
位
署
部
分
に
見
え
る
民
部
卿
家
、
す
な
わ
ち
中
納
言

従
三
位
藤
原
有
穂
家
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。

こ
の
木
簡
に
は
類
例
が
あ
る
。
現
時
点
で
、
但
馬
で
六
例
、
河
内
で

一
例
、

薩
摩
で

一
例
が
出
土
し
て
い
る
。

③

　

下
田
二
段
戸
　
　
　
他
人
作
乱
□
　
　
　
　
木
壬

扇

〔
Ｔ
４０
〕

木

一
四
７９

〔
Ｔ
３９
〕

軍

型

ハ
条
人
里
〔酬
コ
惑

□
日
□
百
姥
□
□
常
貞
右
田
依
□
常

日

□
木
≡

一２４８
〔
Ｔ
８
〕

□
□
□
□
□
□
□
三
月
十
□
　
　
　
　
　
　
木
≡

踊

〔
Ｔ
７
〕

「五
条
人
里
汁
六
殉
生
百
歩

日
日
日
回
　
　
　
　
　
　
　
　
・

物
マ
宅
□

　

木
三
ハ
８５
〔Ｔ
４２
〕

「九
条
五
石
立
里
十
三
桑
原
墾
田
百
十
八
歩
誡
凱
鯉
繁
部
男
庭
之
墾

木
九
６２

〔
選
４７０
〕

〔左
力
〕

「□
納
所
検
納
富
次
負
作
田
捌
段
九
□
三
坪
内

右
件
作
田
寛
治
七
年
貢
米
未
進
国
―Ｉ
Ｈ
燃
陥
呻
酌
酔
隷
ぽ
×

木
九
６３

〔選
４７２
〕

延
喜
六
年
四
月
十
三
日

民
部
卿
家
書
吏
車
持
公
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⑭

　

「制
止
　
　
　
津
則
永
私
芋
畝
事
　
　
　
平
大
夫
殿
者
戒
能
□
代
被
制
止
者

合
壱
畝
　
　
　
在
長
原
里
汁
五
坪
□
　
　
　
　
ｏ
治
暦
二
年
六
月
十

一
日
ｏ

右
件
芋
畝
平
大
夫
殿
御
出
挙
米
僧
戒
能
所
負
代

（）
則
永
所
負
代
制
止
者

ｏ

制
止
如
件
但
沙
汰
之
故
者
戒
能
私
随
宅
手
畝
二
者
会
賀
御
□
仁
　
　
　
　
」

木

一
人
６．

〔祢
力
〕

〇
　
・
〓
口知
諸
田
刀
□
等
　
　
勘
取
□
田
一
蔑
　
九
蚤
一重

菖
ロロ
ロ

名
右
件
水
田
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

。
「　
　
　
嘉
祥
三
年
三
月
十
四
日
　
　
大
領
薩
麻
公

。
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
擬
少
領

木
簡
③
は
木
簡
⑦
と
伴
出
し
た
。
同
じ
性
格
の
木
簡
と
考
え
ら
れ
、
同

一
坪
に

立
て
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
木
簡
③
と
木
簡
⑩
は
、
木
簡
⑦
か
ら
二
〇

〇
ｍ
下
流
で
出
土
し
た
。
や
は
り
洪
水
で
流
さ
れ
て
き
た
ら
し
い
。
木
簡
③
も

「禁
制
」
と
記
す
札
で
、
坪
付
は
木
簡
⑦
に
程
近
い
。
木
簡
⑩
は
③
と
は
別
個

体
だ
が
、
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
①
も
田
地
に
か
か
わ
る
札
ら
し

く
、
袴
狭
遺
跡
深
田
１
区
の
水
田
面
か
ら
出
土
し
た
。
た
だ
し

「禁
制
」
と
は

書
か
な
い
。
木
簡
⑫
と
木
簡
〇
は
兵
庫
県
深
田
遺
跡

（但
馬
国
府
関
連
遺
跡
）
で

出
土
。
⑫
は
墾
田
に
か
か
わ
る
札
、
〇
は

一
一
世
紀
末
に
下
る
も
の
で
あ
る
。

木
簡
⑭
は
大
阪
府
長
原
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た

「制
止
」
札
で
、
穴
が
四
つ
あ
け

ら
れ
て
お
り
、
杭
な
ど
に
く
く
り
つ
け
て
掲
示
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
年
紀
は
治
暦
二
年

（
一
〇
一ハ
エ０
で
あ
る
。
木
簡
〇
は

鹿
児
島
県
京
田
遺
跡
で
出
土
。
田
地
の

「勘
取
」
を
田
刀
祢

に
告
知
す
る
た
め
、
郡
司
が
立
て
た
杭
で
あ
る
。

さ
て
、
問
題
の
木
簡
⑦
に
つ
い
て
は
、
廣
野
誠
の
理
解
が

お
お
む
ね
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
百
姓
か
ら
土
地
を
寄
進
さ

れ
た
民
部
卿
家
が
、
他
人
の
立
ち
入
り
、
耕
作
、
課
税
を
禁

止
す
る
札
を
立
て
た
。
そ
れ
が
の
ち
に
郡
家
に
保
管
さ
れ
、

廃
棄
さ
れ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
渡
辺
晃
宏
は
全

く
異
な
る
見
解
を
示
し
、
延
喜
荘
園
整
理
令
に
よ
っ
て
存
続

（京
田
遺
跡
）
　
　
　
が
認
め
ら
れ
た
田
に
対
し
て
、
権
利
の
侵
害
や
無
断
侵
入
を

禁
止
す
る
札
を
郡
司
が
立
て
、
そ
の
後
、
郡
家
に
持
ち
帰

っ

て
捨
て
た
と
し
た
。
つ
ま
り
誰
が
立
札
し
た
か
に
つ
い
て
、
荘
園
領
主
説
と
郡

司
説
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
石
郡
条
里
の
復
原
案
に
基
づ

き
、
②
が
田
頭
か
ら
流
れ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
郡
家
に
収
め
ら
れ

破
棄
さ
れ
た
と
す
る
点
で
両
説
は

一
致
し
て
い
孤
に
そ
こ
で
改
め
て
、
露
不

制
」
札
が
ど
の
よ
う
に
立
て
ら
れ
、
い
か
な
る
局
面
で
抜
か
れ
た
か
を
検
証
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

同
時
代
の
文
献
史
料
を
見
て
み
よ
う
。
廷
喜
二
年

（九
Ｑ

●
三
月
十
三
日
太

政
官
符

翁
類
衆
三
代
格
』
巻
一
九
、
禁
制
事
、
い
わ
ゆ
る
延
喜
荘
園
整
理
令
）
に
よ
れ

ば
、
諸
国
の
百
姓
は
課
役
を
逃
れ
る
た
め
に
院
宮
王
臣
家
に
属
し
、
田
地
や
舎
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宅
を
寄
進

。
売
与
し
た
と
称
し
て
、
「使
を
請
い
、
牒
を
取
り
、
封
を
加
え
、

膀
を
立
」
て
た
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
封
は
舎
宅
、
膀
は
田
地
を
対
象
と
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
使

・
牒
と
封

・
膀
が
別
物
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

ま
た
昌
泰
四
年

（九
〇
こ
関
六
月
二
十
五
日
太
政
官
符

（同
巻
二
〇
、
断
罪
贖
銅

事
）
で
は
、
百
姓
が
六
衛
府
に
属
し
て
国
郡
に
対
拝
し
、
刈
取
っ
た
稲
を
倉
に

逗
ん
で

「膀
札
」
を
懸
け
る
と
し
て
い
る
。
寛
平
七
年

（入
九
五
）九
月
二
十
七

日
太
政
官
符

（同
巻

一
九
、
禁
制
事
）
で
も

「札
を
懸
け
、
杭
を
打
つ
」
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
法
令
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
倉
に
収
め
た
物
を
検
封
す
る

札

・
杭
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
同
官
符
は
百
姓
が
院
宮
王
臣
家
の
家
牒
を
も

ら
い
受
け
て
国
に
送
る
と
し
て
お
り
、
や
は
り
札

・
杭
は
牒
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
る
限
り
、
九
世
紀
末
―

一
〇
世
紀
初
の
膀
や
札
は
、

国
郡
に
手
出
し
を
さ
せ
な
い
た
め
に
田
頭
に
立
て
ら
れ
、
倉
に
懸
け
ら
れ
た
。

作
成

。
掲
示
主
体
と
し
て
は
、
牒
と
は
別
物
で
あ
る
か
ら
、
院
宮
王
臣
家
の
使

者
、
ま
た
は
院
宮
王
臣
家
と
結
び
つ
い
た
現
地
有
力
者
と
考
え
ら
れ
、
郡
司
と

見
る
べ
き
積
極
的
論
拠
は
存
在
し
な
い
。
本
簡
⑦
も
民
部
卿
が
と
い
う
院
宮
王

臣
家
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
使
者
か
、
同
家
と
関
係
を
も
つ
百
姓
が
立

（３７
）

て
た
と
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
一
―

一
二
世
紀
の
札
に
も
田
地
に
立
て
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
四
至
を

限
る
荘
園
膀
示
と
は
、
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。
例
え
ば
天
喜
五
年
全

〇
五

七
）、
東
大
寺
領
大
和
国
清
澄
荘
に
内
大
臣
藤
原
教
通
家
の
使
者
が
下
向
し
、

坪
々
に

「彼
殿
御
領
之
由
札
」
を

「立
札
」
し
て

「制
止
」
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
作
人
は

「苅
り
納
め
」
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
文
書
の
日
付
は
九

月
三
日
で
、
稲
刈
り
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
立
札
は
他
に
五

例
が
見
出
さ
れ
、
す
べ
て
領
主
が
作
物
の
刈
取
り
を

「制
止
」
す
る
た
め
、
稲

（３９
）

田
な
ら
八
―
九
月
に
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
木
街
⑭
は
こ
の
時
代
の

「制

止
」
札
の
実
例
と
言
え
、
ち
ょ
う
ど
手
が
収
穫
さ
れ
る
六
月
に
立
て
ら
れ
た
か

ら
、
そ
の
刈
取
り
を
抑
止
す
る
札
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

「制

止
」
札
は
、
作
物
を
差
押
さ
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
古
代
に
お
け
る
倉
の
検

封
札
に
親
縁
性
を
も
つ
て
い
る
。

し
か
し
、
九
世
紀
前
後
の
田
地
の
立
札
は
こ
れ
と
違
っ
て
、
三
月
―
四
月
に

立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
木
簡
⑦
の
日
付
は
四
月
十
三
日
、
木
簡
⑩
は
三

月
十
某
日
、
木
簡
⑮
が
三
月
十
四
日
で
あ
る
。
つ
ま
り
刈
取
り
を
制
止
す
る
の

で
は
な
く
、
木
簡
③
が
言
う
よ
う
に
他
人
が

「作
り
乱
す
」
こ
と
を
禁
止
す
る

札
で
あ
っ
た
。
問
題
は
収
穫
物
で
は
な
く
、
耕
作
権
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
荒
木

敏
夫
に
よ
れ
ば
、
古
代
に
は
田
地
の
占
有
権

・
耕
作
権
を
侵
害
す
る
こ
と
は

「天
津
罪
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
シ
キ
マ
キ

・
ア
ゼ
ナ
ワ

・
ク
シ
ザ
シ
が
あ
つ

た
。
シ
キ
マ
キ
は
耕
作

。
下
種
を
強
行
す
る
こ
と
、
ア
ゼ
ナ
ワ
は
標
縄
を
結
い

ク
シ
ザ
シ
は
標
杭

（杖
・
串
）を
刺
し
て
占
有
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
荒
木

は
こ
の
標
抗
こ
そ
が
中
世
の
田
札

・
点
札
に
つ
な
が
る
と
述
べ
、
古
代
に
お
け

る
実
例
と
し
て
万
葉
歌
と

『常
陸
国
風
上
記
』
行
方
郡
条
を
あ
げ
た
。
同
条
に

よ
れ
ば
、
箭
括
氏
麻
多
智
は
田
地
を
開
発
し
、
そ
れ
を
妨
害
す
る
夜
刀
神
に
対

し
て
、
標
杭
を
打
ち

「
こ
こ
よ
り
上
は
神
の
地
と
な
す
を
聴
す
。
こ
こ
よ
り
下



は
人
の
田
を
作
る
べ
し
」
と
宣
言
し
た
。
開
墾
に
と
も
な
う
標
杭
で
あ
る
が
、

こ
の
麻
多
智
の
言
葉
は
、
木
簡
⑫
の

「
こ
こ
よ
り
南
方
は
高
生
郷
条
女
部
男
庭

の
墾
な
り
」
と
い
う
文
言
に
何
と
似
て
い
る
こ
と
か
。

平
安
時
代
の
農
事
暦
で
は
、
二
月
―
三
月
に
荒
田
打
ち
と
苗
代
作
り
を
し
、

四
月
―
五
月
に
田
打
ち
と
田
植
え
を
行
な
う
。
先
述
の
如
く
、
人
世
紀
の
播
種

は
早
稲
地
帯
で
四
月
、
そ
れ
以
外
で
は
五
―
六
月
に
な
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
木

簡
⑦
ｌ
①
は
田
植
え
に
先
立
ち
、
そ
の
土
地
の
所
有
権

（占
有
権
）を
表
示
す
る

た
め
に
立
て
ら
れ
、
他
人
の
耕
作
を
禁
止
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
田
に
標
立
て
が
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
和
歌

に
見
え
る
標
縄

・
標
杭
は
、
山

。
野

・
山
田

・
苗
代
な
ど
所
有
権

・
用
益
権
の

弱
い
地
に
結
わ
れ
、
立
て
ら
れ
て
い
る
。
古
代
の
田
の
立
札
は
、
寄
進
や
売
買

に
よ
る
土
地
所
有
権
の
移
動
や
、
開
墾
に
よ
る
所
有
権

・
耕
作
権
の
発
生
な
ど
、

係
争
が
予
想
さ
れ
る

（ま
た
は
麻
多
智
と
夜
刀
神
の
よ
う
に
現
に
係
争
が
あ
る
）特
別

の
場
合
に
の
み
行
な
わ
れ
た
と
理
解
し
た
い
。

こ
う
考
え
れ
ば
、
木
簡
⑦
が
立
て
ら
れ
た
経
緯
も
ほ
ぼ
推
測
が
つ
く
。
延
喜

二
年
四
月
十

一
日
太
政
官
符

（
『類
衆
三
代
格
』
巻
二
〇
、
断
罪
贖
銅
事
）
で
言
上

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
京

。
畿
内
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
但
馬
国
は
、
院
宮

王
臣
家
の
活
動
の
舞
台
で
あ
っ
続
」
そ
う
し
た
な
か
、
出
石
郡
の
富
豪
の
一
人

が
民
部
卿
家
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
ち
、
こ
の
土
地
を
寄
進
す
る
か
、
売
進
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
負
債
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
こ
で
但
馬
国
司
に
立
券

を
求
め
る
家
牒
が
発
さ
れ
る
と
と
も
に
、
田
頭
に
は
他
人
の
所
有

。
耕
作
を
認

め
な
い

（駆
不制
」
す
る
と
日
の
札
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
の
富
豪
は
そ

の
後
も
作
人
と
し
て
耕
作
を
続
け
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
実
力
行
動
と
民
部
卿
家

の
圧
力
に
よ
っ
て
、
租
税
が
免
除
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

木
簡
〇
の
直
接
の
機
能
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
当
時
の
院
宮
王
臣
家
領
荘
園

の
設
定
に
は
、
国
司
が
介
在
す
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
木
簡
⑦
に
つ
い
て
も
そ

の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
廷
喜
荘
園

整
理
令
以
後
も
院
宮
王
臣
家
の
活
動
が
衰
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
、
良
質
の

史
料
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
木
簡
⑦
ｌ
①
は
な
ぜ
郡
家
で
廃
棄
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
換
言

す
れ
ば
、
な
ぜ
郡
司
が
札
を
抜
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
郡

司
立
札
説
が
提
唱
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
想
定
を
示
す
必

要
が
あ
る
が
、
可
能
性
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
第

一
に
田
地
の
所
有
権
が
否
定

さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
田
地
の
所
有
権
が
安
定
し
た
こ
と
、
こ
の
い
ず
れ
か
で

は
な
か
ろ
う
か
。

第

一
の
可
能
性
も
全
く
排
除
で
き
な
い
が
、
現
地
で
抜
き
捨
て
る
こ
と
を
せ

ず
、
わ
ざ
わ
ざ
郡
家
ま
で
持
ち
帰

っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
私
は
第
二
の
可
能
性

の
ほ
う
が
大
き
い
と
考
え
る
。
具
体
的
な
状
況
と
し
て
想
定
す
る
の
は
、
但
馬

国
に
よ
る
検
田
で
あ
る
。
班
田
制

・
編
戸
制
が
ほ
ぼ
崩
壊
し
た

一
〇
世
紀
前
葉

に
も
、
国
使

（見
営
使
）と
郡
司
に
よ
る
検
田
は
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
律

令
体
制
下
の
損
田
調
査
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
、
の
ち
の
馬
上
帳
の
記
載
か
ら

推
せ
ば
、
当
時
の
検
田
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
続
呼
す
な
わ
ち
、
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国
使

。
郡
司
は
国
図
の
記
載
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
条
里
の
坪
毎
に
作
柄
を

調
査
し
、
損
得
と
面
積
、
輸

（公
田
）

。
不
輸

（寺
田
等
）
の
別
、
作
人
の
名
前

を
記
録
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
租
税
徴
収
の
前
提
と
な
る
重
要
な
作
業
で
あ
り
、

現
地
の
実
情
を
把
握
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
刀
祢
た

ち
も
参
集
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
推
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
大
過
な
け
れ
ば
、
当
時
の
検
田
は
国
使

・
郡
司
と
刀
祢
に
よ
っ
て
、
現
実
の

土
地
所
有
者

・
耕
作
者
が
確
定
さ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
検
田
が

ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
な
わ
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
田
地
の
所
有

権

・
耕
作
権
が
公
的
に
承
認
さ
れ
、
検
田
帳
簿
、
さ
ら
に
は
国
図
に
定
着
す
れ

ば
、
田
頭
に
立
て
ら
れ
て
い
た
札
は
も
は
や
不
要
の
も
の
と
な
る
。
か
く
し
て

検
日
の
過
程
で
札
は
抜
き
取
ら
れ
、
郡
家
に
持
ち
帰

っ
て
帳
簿
の
チ
ェ
ッ
ク
な

ど
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
掘
．

よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
禁
制
な
ど
の
札
に
条
里
坪
付
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
。

現
地
に
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
所
有
者
も
し
く
は
耕
作
者
を
明
示
す
れ
ば
、

そ
れ
で
十
分
な
は
ず
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
条
里
坪
付
を
わ
ざ
わ
ざ
記

し
て
い
た
の
は
、
検
田
帳
簿
や
国
図
と
の
関
わ
り
を
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。

お
そ
ら
く
律
令
体
制
下
に
お
い
て
も
、
校
田
や
損
田
調
査
に
対
応
す
る
べ
く
、

日
地
の
札
に
は
坪
付
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
土
地
管
理

シ
ス
テ
ム
の
発
達
と
と
も
に
、
箭
括
氏
麻
多
智
が
立
て
た
よ
う
な
素
朴
な
標
杭

は
、
複
雑
な
文
面
を
も
つ
木
簡
に
変
化
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
推
定

で
あ
る
。
な
お
、
郡
司
が
札
を
抜
い
た
理
由
と
し
て
、
所
有
権
否
定
と
い
う
も

う

一
つ
の
可
能
性
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
場
合
も
札
を
抜
く
契
機
と
し
て
は
、
や

は
り
検
田
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
木
簡
②
の
禁
制
札
は
、
民
部
卿
家
の
使
者
か
、
同
家
と
結
び
つ
い
た

出
石
郡
の
有
力
農
民
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
、
検
田
を
契
機
に
国
使

・
郡
司
に
よ

っ
て
抜
か
れ
た
も
の
と
想
定
し
た
。
古
代
の
札
は
田
植
え
に
先
立
つ
も
の
、　
一

一
世
紀
以
降
の
札
は
刈
取
り
を
制
止
す
る
も
の
と
割
り
切
っ
て
述
べ
た
が
、
古

代
に
も
刈
取
り
制
止
札
は
存
在
し
た
か
も
し
れ
ず
、
中
世
に
も
標
杭
は
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
要
は
主
流
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
領

域
型
荘
園
の
形
成
や
荘
園
支
配
の
変
容
と
ど
う
関
連
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
勝

示
札
の
系
譜
の
問
題
と
併
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

結

本
報
告
で
は
、
袴
狭
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
三
点
の
木
簡
を
取
り
上
げ
、
但
馬

国
の
国
郡
支
配
の
一
端
を
論
じ
た
。
地
方
支
配

。
地
域
秩
序
を
で
き
る
だ
け
具

体
的
に
考
え
よ
う
と
し
た
が
、
選
択
肢
の
一
つ
を
あ
え
て
採

っ
た
よ
う
な
と
こ

ろ
も
多
く
、
全
体
と
し
て
試
論
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

最
後
に
、　
一
〇
世
紀
中
葉
の
但
馬
国
に
い
た
蔭
孫
賀
茂
貞
行
な
る
人
物
を
紹

介
し
て
お
き
た
輻
．
貞
行
は
朝
来
郡
朝
来
郷
の
住
人
で
、
藤
原
純
友
の
乱
の
後
、

播
磨
か
ら
北
陸
に
逃
げ
よ
う
と
す
る
海
賊
の
残
党
が
彼
の
許
に
身
を
寄
せ
て
き

た
。
貞
行
は
数
百
の
兵
を
率
い
て
海
賊
を
射
殺
し
、
そ
の
旨
を
但
馬
国
府
に
報

4



告
、
国
解
を
も
ら
い
受
け
て
、
首
級
を
平
安
京
に
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
こ
の

人
物
は
但
馬
の
円
山
川
と
播
磨
の
市
川
を
結
ぶ
運
輸
ル
ー
ト
を
掌
握
し
て
い
た

富
豪
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
武
力
も
侮
り
が
た
い
も
の
が
あ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ

海
賊
と
も
顔
見
知
り
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
貞
行
そ
の
人
も
海
賊

と
目
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
輻
時
こ
の
時
期
、
律
令
体
制
下
の
よ

う
な
調
庸
運
送
シ
ス
テ
ム
は
す
で
に
崩
壊
し
、
但
馬
で
も
水
陸
の
運
輸
業
者
が

活
躍
し
は
じ
め
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

但
馬
国
の
受
領
は
、
こ
う
し
た
富
豪
層
を

「進
官
留
国
の
雑
役
」
に
召
し
て

使

っ
て
い
た
。
彼
ら
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
は
平
安
京
の
諸
家

・
諸
司
と
つ
な
が

り
を
も
ち
、
そ
れ
と
受
領
を
両
天
秤
に
か
け
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
平
安
中
後
期
の

「国
内
名
士
」
の
先
駆
形
態
と
言
え
よ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
在
地
有
力
者
の
活
動
と
受
領
の
支
配
が
絡
み
合
う
な
か
で
、
律
令
国
郡
支

配
は
ほ
ど
な
く
終
焉
を
迎
え
、　
一
〇
世
紀
後
葉
に
は
新
た
な
地
域
秩
序
が
生
み

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）

渡
辺
晃
宏

「袴
狭
遺
跡
出
土
木
簡
」
（兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査

事
務
所

『袴
狭
遺
跡
』
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（２
）

木
街
の
釈
文
は

『木
簡
研
究
』
に
拠
り
、
所
載
号
数

（「釈
文
の
追
加
と
訂

正
」
が
あ
る
場
合
は
そ
の
号
数
）

・
頁
数
と
と
も
に

「本

一
六
８７
」
の
よ
う
に
示

す
。
兵
庫
県
荻
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

『袴
狭
遺
跡
』
（前
掲
）
所

収
の
水
簡
は
そ
の
遺
物
番
号

（「Ｔ
ｌ３
」
な
ど
）
を
、
出
石
町
教
育
委
員
会

『袴

狭
遺
跡
内
田
地
区
発
掘
調
査
概
報
』
盆

九
九
五
年
）
と
木
簡
学
会

『日
本
古
代

木
簡
選
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
九
〇
年
）
所
収
の
木
簡
も
、
こ
れ
と
同
じ
く

「内

８
」
「選
４７０
」
な
ど
と
付
記
す
る
。
な
お
、
原
品
や
写
真
の
読
み
と
り
に
よ
っ
て
、

釈
文
を
私
に
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

（
３
）
　

『平
安
遺
文
』
六
五
号

・
八
九
号

・
一
一
六
号

。
一
二
〇
号

。
一
三

一
号
。
売

券
の
日
付
は
、
順
に
承
和
七
年

（人
四
〇
）
二
月
十
九
日

・
嘉
祥
元
年

（人
四

人
）
十

一
月
三
日

・
仁
寿
四
年

（八
五
四
）
十
月
二
十
五
日

・
斉
衡
二
年

（八
五

五
）
九
月
二
十
五
日

・
貞
観
三
年

（人
六

一
）
十
月
十
九
日
。
以
下
の
郡
雑
任

（徴
部

。
税
長

・
郡
書
生
）
に
関
す
る
記
述
は
、
西
山
良
平

「
「律
令
制
収
奪
」

機
構
の
性
格
と
そ
の
基
盤
」
３
日
本
史
研
究
』

一
八
七
、　
一
九
七
八
年
）
、
同

ズ
郡
雑
任
〉
の
機
能
と
性
格
」
翁
日
本
史
研
究
』
二
三
四
、　
一
九
八
二
年
）
に

依
拠
す
る
。

（
４
）

吉
田
孝

「雑
得
制
の
展
開
過
程
」
翁
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、

一
九
人
三
年
）
、
原
秀
三
郎

「郡
家
小
考
」
３
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
中
、
塙

書
房
、　
一
九
八
四
年
。
改
題
し
て
同

『地
域
と
王
権
の
古
代
史
学
』
塙
書
房
、
二

〇
〇
二
年
、
所
収
）
。

（
５
）

分
業
関
係
説
は
西
山
良
平

「
「律
令
制
収
奪
」
機
構
の
性
格
と
そ
の
基
盤
」

。

同

「〈郡
雑
任
〉
の
機
能
と
性
格
」
（と
も
に
前
掲
）
、
指
揮
関
係
説
は
宮
本
救

「律
令
制
村
落
社
会
の
変
貌
」
翁
続
日
本
古
代
史
論
集
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、　
一

九
七
二
年
）
。
私
は

「長
」
と

「丁

（部
と

の
違
い
を
重
視
し
て
、
税
長
が
徴
部

を
指
揮
し
、
工
税
の
収
納

。
管
理

・
運
用
の
総
責
任
を
担

っ
た
と
考
え
る
。

（
６
）

渡
辺
晃
宏

「袴
狭
遺
跡
出
土
木
簡
」
、
出
石
町
教
育
委
員
会

『袴
狭
遺
跡
内
田

地
区
発
掘
調
査
概
報
』
（と
も
に
前
掲
）
。

（
７
）
　

「天
長
二
年
税
帳
」
と
記
す
題
鉄
軸
。
現
状
で
は
片
面
の
み
に
文
字
が
見
え
る
。

『木
簡
研
究
』

一
八
号

一
五
人
頁
、
鳥
取
市
教
育
福
祉
振
興
会

『岩
吉
遺
跡
Ⅳ
』

（
一
九
九
七
年
）
木
簡
Ｗ
２
。

（
８
）

も
と
も
と
何
も
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
は
む
ろ
ん
強
い
し
、
反
対
面
に

も

「諸
郷
徴
部
」
と
記
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
９
）

戸
田
芳
実

「院
政
期
北
陸
の
国
司
と
国
衡
」
３
日
本
の
前
近
代
と
北
陸
社
会
』

思
文
閣
出
版
、　
一
九
八
九
年
。
同

『初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版

会
、　
一
九
九

一
年
、
所
収
）
。
戸
田
は
新
任
受
領
が
任
国
か
ら
注
進
さ
せ
た

「国

内
富
人
」
リ
ス
ト
を
、
「国
内
の

「富
褒
の
輩
」
を
、
そ
の
富
裕
に
着
日
し
て
登

録
し
た

「有
徳
人
交
名
」
の
ご
と
き
注
文
」
と
想
定
し
て
い
る
。

（
１０
）

平
川
南

「郡
符
木
簡
」
翁
律
令
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
五

年
）。
郡
雑
任
召
喚
の
木
簡
と
し
て
は
、
他
に
津
長
を
召
す
荒
田
目
条
里
遺
跡
出

上
の
郡
符
が
あ
る

（木

一
七
９９
）
ｏ

（
１１
）

袴
狭
遺
跡
内
田
地
区
の
墨
書
土
器
は
、
小
寺
誠
に
よ
っ
て
一
覧
表
が
作
成
さ
れ

た

（但
馬
特
別
研
究
集
会
資
料
集
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
西
半
の
Ｆ
区
Ｉ
Ｊ
区
で

は

「秦
」
「讃
」
「平
」
と
い
っ
た
人
名
が
大
多
数
を
占
め
る
の
に
対
し
、
東
半
の

Ｌ
区
Ｉ
Ｎ
区
で
は
そ
う
し
た
人
名
に
加
え
て

「出
石
領
」
「出
領
」
な
ど
の
郡
領

関
係
記
載
が
目
に
つ
く
。
倉
庫
群
も
西
半
に
多
い
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
、
内
田

地
区
の
西
半
は
出
石
郡
正
倉
、
東
半
は
そ
れ
と
は
機
能
を
異
に
す
る
可
能
性
が
あ

る
雑
舎
群
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
上
層

・
下
層
の
二
時
期
で
変
化
が
あ
っ
た

か
も
し
れ
ず
、
詳
細
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
・２
）

木
簡
④
は
内
田
地
区
Ｍ
地
区
包
含
層
で
検
出
さ
れ
た

（但
馬
特
別
研
究
集
会
資

料
集
）
。
前
注
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｍ
地
区
は
正
倉
に
直
接
関
係
し
な
い
区
域
で

あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。

（
・３
）
　

『延
喜
式
』
で
は
以
下
の
物
品
が

「園
」
で
数
え
ら
れ
て
い
る
。
藁
、
菱
、
苅

安
草
、
藍

・
山
藍

。
生
藍
、
竹

・
筋
竹

・
箸
竹

・
串
竹
、
争
子
、
蒲
、
寿

・
青
藩
、

商
、
菅
、
莞
、
丈
菜
、
水
葱
、
木
賊
、
樺
皮
、
檜
皮
。
厩
牧
令
厩
細
馬
条
に
よ
れ

ば
、
痴
と
な
る
草

・
木
葉
の
単
位
が

「園
」
で
、
「周
三
尺
為
国
」
と
規
定
す
る
。

ま
た
藁
に
つ
い
て
は
、　
一
回
＝

一
〇
東
と
推
定
さ
れ
て
い
る

（奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所

『平
城
宮
木
簡
Ｉ
』
、　
一
九
六
九
年
、
四
三
号
木
簡
解
説
）
。

（
・４
）

天
平
宝
字
六
年

（七
六
二
）
三
月
二
十
五
日

「山
作
所
告
朔
解
」
３
大
日
本
古

文
書
』
五
巻

一
四
人
貢
）、
大
治
五
年

（
一
一
三
〇
）
九
月
二
十
日

「大
神
宮
司

庁
宣
案
」
翁
平
安
遺
文
』
二

一
六
八
号
）、
な
ど
。

（
・５
）
　

『清
良
記
』
巻
七
上
、
藍
の
事

・
水
草
の
事

。
竹
の
事
、
『農
業
全
書
』
巻
六
、

藍

・
王
男

（か
り
や
す
）

・
商

・
菅
、
同
巻
十
、
木
賊
。

（
‐６
）

俺
皮
剰
ぎ
に
つ
い
て
は
原
田
多
加
司

『檜
皮
葺
と
柿
葺
』
（学
芸
出
版
社
、　
一

九
九
九
年
）
、　
一
一
世
紀
紀
伊
国
の
材
木
収
納
に
つ
い
て
は
勝
山
清
次

「紀
伊
国

名
草
郡
郡
許
院
収
納
米
帳
と
進
未
勘
文
に
つ
い
て
」
ｑ
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究

紀
要
』
三
三
、　
一
九
八
二
年
。
同

『中
世
年
貢
制
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一

九
九
五
年
、
所
収
）
を
参
考
に
し
た
。

（
・７
）

古
島
敏
雄

『日
本
農
業
技
術
史
』
（時
潮
社
、　
一
九
四
七
年
）
。
承
和
八
年

（八

四

一
）
間
九
月
二
日
太
政
官
符

（
『類
衆
三
代
格
』
巻
八
、
農
桑
事
）
で
乾
稲
器

（稲
機
）
の
利
用
を
奨
励
し
て
い
る
の
は
、
根
刈
り
し
た
稲
を
地
乾
し
す
る
こ
と

が

一
般
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
・８
）

須
藤
功

『た
が
や
す
　
写
真
で
み
る
日
本
生
活
図
引
①
』
（弘
文
堂
、
縮
刷
版

一
九
九
四
年
）
。
こ
れ
は
近
代
の
例
で
あ
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
近
世
但
馬
の
農

事
暦
で
も
読
み
と
れ
る

（
『出
石
町
史
』

一
、　
一
九
人
四
年
）
。
脱
穀
と
藁
に
つ
い

て
は
、
宮
崎
清

『菓
』
Ｉ

・
Ⅱ

（法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
八
五
年
）
、
乙
益
重

隆

「千
把
以
前
」
翁
論
集
日
本
原
史
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
五
年
）
も
参
照
。

（
・９
）
　

『令
集
解
』
仮
なュ大
宇
給
休
仮
条
古
記
。

（
２０
）

大
石
直
正

「
一
一
。
一
二
世
紀
の
作
物
と
栽
培
法
」
令
産
業
史
Ｉ
』
山
川
出
版

社
、　
一
九
六
四
年
）、
荒
木
敏
夫

「平
安
時
代
の
落
穂
拾
い
慣
行
と
稲
刈
り
労
働
」

翁
古
代
天
皇
制
と
社
会
構
造
』
校
倉
書
房
、　
一
九
八
〇
年
）、
木
村
茂
光

「中
世

農
村
と
孟
蘭
盆
」
翁
歴
史
公
論
』

一
〇

一
、　
一
九
人
四
年
。
同

『日
本
古
代

・
中

世
畠
作
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、　
一
九
九
二
年
、
所
収
）
。

（
２‐
）

一
部
が
但
馬
国
府
に
移
送
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

な
お
、
私
は
日
付
が
説
明
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、
木
簡
④
は
藁
に
関
す
る
も
の
か

と
考
え
、
但
馬
特
別
研
究
集
会
で
は
そ
ち
ら
に
力
点
を
お
い
て
報
告
し
た
が
、
む

ろ
ん
雑
徳
で
調
達
さ
れ
た
褒
で
あ
る
可
能
性
も
大
き
い
。　
一
一
世
紀
の
郡
司
が
負



名
に
笏
を
切
り
充
て
て
い
た
こ
と

（佐
藤
泰
弘

「平
安
時
代
に
お
け
る
国
家

。
社

会
編
成
の
転
回
」
ｑ
日
本
史
研
究
』
三
九
二
、　
一
九
九
五
年
。
同

『日
本
中
世
の

黎
明
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇

一
年
、
所
収
）
も
念
頭
に
お
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「郡
家
の
本
質
的
属
性
と
し
て
の
交
通
機
能
」

が
主
と
し
て
雑
終
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り

（原
秀
三
郎

「郡
家
小
考
」
〔前
掲
Ｊ
Ａ
郡
稲

（
の
ち
正
税
）
が
そ
の
点
で
は
伝
使

・
国
司
の

食
料
費
と
伝
馬
購
入
費
の
み
に
用
い
ら
れ
た
こ
と

（薗
田
香
融

「郡
稲
の
起
源
」

『日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
中
、
塙
書
房
、　
一
九
八
四
年
）
の
意
味
こ
そ
が
、
む

し
ろ
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
２２
）

厩
牧
令
馬
戸
分
呑
条
で
は
、
馬
戸
の
調
草

（舅
）
は
正
丁
で
二
百
園
と
さ
れ
る
。

（
２３
）

鳥
取
市
教
育
福
祉
振
興
会

『岩
吉
遺
跡
Ⅳ
』
（前
掲
）
木
簡
Ｗ
ｌ
。

（
２４
）
　

『延
喜
式
』
巻
三
九
、
内
膳
司
に
よ
れ
ば
、
早
瓜
は
二
月
に
植
え
付
け
、
三
月

１
四
月
に
除
草
作
業
を
行
な
い
、
晩
瓜
は
そ
れ
よ
り

一
ケ
月
遅
か
っ
た
。
よ
つ
て

早
瓜
の
収
穫
は
五
月
頃
、
晩
瓜
は
六
月
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
木
簡
⑤
の
記
載
は
五

月
段
階
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
ら
し
く
、
時
期
的
に
う
ま
く
符
合
す
る
。
「食
用
五

果
」
と
い
う
記
事
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
多
く
は
漬
物
に
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
な
お
、
木
簡
に
見
ら
れ
る

「果
」
は
例
外
な
く
瓜
の
単
位
で
あ
る
。

（
２５
）

事
例
は
枚
挙
に
追
な
い
。
例
え
ば
天
平
十

一
年

（七
三
九
）
八
月
十

一
日

「写

経
司
解
」
翁
大
日
本
古
文
書
』
二
巻

一
七
九
頁
）
は
、
銭
に
よ
つ
て
、
薪

・
藁

・

水
葱

・
青
菜

・
茶

・
訪

・
八

・
熟
瓜

・
茄
子

・
末
滑
海
藻

・
末
善

・
蘭

・
佐
々

気

・
不
乃
利

・
心
太

。
売
我
を
購
入
し
た
と
記
す
。

（
２６
）

長
承
三
年

（
一
一
三
四
）
四
月
日

「淀
相
模
窪
領
在
家
所
課
注
文
案
」
金
平
安

遺
文
』
二
三
〇
〇
号
）
。

（
２７
）

例
え
ば
官
人
や
雑
任
の
常
食
は
、
国
郡
の
経
常
経
費
の
一
定
部
分
を
占
め
た
は

ず
だ
が
、
正
税
は
そ
れ
ら
に
充
て
ら
れ
な
か
つ
た
。
木
簡
⑤
⑥
に
つ
い
て
述
べ
た

雑
徳
に
よ
る
調
達
が
、
そ
の
他
の
副
食
物
や
調
味
料
な
ど
で
も
―
こ
と
に
よ
る
と

米

・
塩
に
つ
い
て
さ
え
も
―
行
な
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
男

作
物
の
調
備
が
雑
径
で
な
さ
れ
た
こ
と
も
、
恐
ら
く
は
そ
う
し
た
賦
課
体
制
と
通

底
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
２８
）

勝
山
清
次

「収
取
体
系
の
転
換
」
翁
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
六
、　
一
九
九
五

年
）。

（
２９
）

佐
藤
泰
弘

「平
安
時
代
に
お
け
る
国
家

。
社
会
編
成
の
転
回
」
（前
掲
）
。

（
３０
）

西
山
良
平

「律
令
制
社
会
の
変
容
」
ｑ
講
座
日
本
歴
史
』
二
、
東
京
大
学
出
版

会
、　
一
九
八
四
年
）
、
山
口
英
男

「十
世
紀
の
国
郡
行
政
機
構
」
翁
史
学
雑
誌
』

一
〇
〇
十
九
、　
一
九
九

一
年
）
。

（
３．
）

但
馬
特
別
研
究
集
会
で
は
同

一
個
体
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
た
が
、
渡
辺
晃
宏

氏
の
御
教
示
を
受
け
、
か
つ
現
品
を
実
見
し
て
へ
そ
の
可
能
性
が
低
い
こ
と
を
知

っ
た
。
形
状
的
に
も
文
章
的
に
も
そ
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

（
３２
）

虎
尾
達
哉

「鹿
児
島
県
京
田
遺
跡
出
土
木
簡
の

「田
刀
□
」
に
つ
い
て
」
ｑ
鹿

大
史
学
』
四
九
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
３３
）

廣
野
誠

「袴
狭
遺
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て
」
翁
兵
庫
県
の
歴
史
』
二
九
、　
一
九

九
三
年
）
。
田
良
島
哲

「禁
制
制
札
の
発
生
」
翁
三
浦
古
文
化
』
五
二
、　
一
九
九

三
年
）
も
関
連
史
料
を
博
捜
し
て
同
様
の
理
解
を
示
す
が
、
木
簡
⑦
③
が
現
地
に

立
て
ら
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。

（
３４
）

渡
辺
晃
宏

「袴
狭
遺
跡
出
土
木
簡
」
（前
掲
）
。

（
３５
）

こ
れ
は
山
本
崇

「袴
狭
遺
跡
出
土
木
簡
と
但
馬
国
豊
岡
盆
地
の
条
里
」
（本
号

所
載
）
で
さ
ら
に
確
実
に
な
っ
た
。

（
３６
）

家
牒
が
国
司
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
こ
と
は
、
川
端
新

「牒

・
告
書

・
下
文
」

３
史
林
』
八

一
十
三
、　
一
九
九
八
年
。
改
題
し
て
同

『荘
園
制
成
立
史
の
研

究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
）、
参
照
。

（
３７
）

そ
の
場
合
、
民
部
卿
家
牒
の
内
容
が
下
敷
き
に
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、

木
簡
⑦
の
位
署
も
理
解
じ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
木
簡
⑮
を
作
成

・
立
札
し

た
の
は
郡
司
で
あ
る
が
、
収
公
さ
れ
た
田
地
を
対
象
と
し
た
札
と
考
え
ら
れ
る
か

ら

（虎
尾
達
哉

「鹿
児
島
県
京
田
遺
跡
出
土
木
簡
の

「
田
刀
□
」
に
つ
い
て
」



九世紀の国郡支配と但馬国木簡

〔前
掲
ど
、
院
宮
王
臣
家
が
介
在
す
る
木
簡
⑦
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
３８
）

天
喜
五
年
九
月
三
日

「東
大
寺
領
大
和
国
清
澄
荘
解
案
」
翁
平
安
遺
文
』
八
六

四
号
）
。

（
３９
）

天
喜
三
年
九
月
十
二
日

「東
大
寺
領
摂
津
回
猪
名
荘
司
解
」
盆
平
安
遺
文
』
七

二
人
号
）、
寛
治
三
年

（
一
〇
八
九
）
八
月
十
七
日

「筑
前
国
観
世
音
寺
三
綱
解

案
」
（同

一
二
七
五
号
）
、
保
安
四
年

（
一
一
二
三
）
九
月
二
十
五
日

「春
日
社
領

大
和
国
大
嶋
荘
下
司
解
」
（同

一
九
八
七
号
）、
天
承
元
年

（
一
一
三

一
）
九
月
二

十
五
日

「筑
前
国
観
世
音
寺
三
綱
等
解
」
（同
三
二
〇
七
号
）
、
永
万
三
年

（
一
一

六
六
）
三
月
二
十
二
日

「散
位
足
羽
友
包
起
請
文
」
（同
三
三
八
七
号
）
。
こ
の
ほ

か
承
保
三
年

（
一
〇
七
六
）
十

一
月
二
十
三
日

「東
寺
領
伊
勢
国
大
国
荘
司
解

案
」
（同

一
一
三
七
号
）
に
も

「制
止
御
札
」
が
見
え
る
が
、
刈
取
り
と
の
関
係

は
明
確
で
な
い
。

（
４０
）

荒
木
敏
夫

「
人

・
九
世
紀
の
在
地
社
会
の
構
造
と
人
民
」
３
歴
史
学
研
究
』
別

冊

「世
界
史
に
お
け
る
民
族
と
民
主
主
義
」
、　
一
九
七
四
年
）①
禁
制
札
を
ク
シ
ザ

ン
と
の
関
連
で
理
解
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
景
二
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（
４‐
）

戸
田
芳
実

「十
１
十
三
世
紀
の
農
業
労
働
と
村
落
」
余
中
世
社
会
の
成
立
と
展

開
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
六
年
。
同

『初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
〔前
掲
〕
、

所
収
）
、
黒
田
日
出
男

「中
世
農
業
史

・
技
術
史
の
諸
問
題
」
盆
民
衆
史
研
究
』

一
六
、　
一
九
七
八
年
。
改
題
し
て
同

『日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

一
九
八
四
年
、
所
収
）。

（
４２
）
　

『万
葉
集
』
で
は
、
野

（二
〇
番

。
一
三
三
七
番

。
一
四
二
七
番

。
一
五

一
〇

番

・
三
四
六
六
番

・
三
四
人

一
番

・
三
〇
五
〇
番

・
三
〇
六
三
呑

・
三
二
七
二

番

・
四

一
九
七
番

。
四
五
〇
九
番
）、
山

（
一
五
四
番

。
四
〇

一
番

・
四
〇
二

番

。
一
三
三
五
番
）、
野
山

（
一
三
四
七
呑
）、
原

（
一
三
四
二
番

。
三
七
五
五

番
）、
川
原

（
一
二
五
二
呑
）
の
標
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戸
田
芳
実

「十

１
十
三
世
紀
の
農
業
労
働
と
村
落
」
（前
掲
）
が
あ
げ
た
和
歌
の
標
も
、
苗
代

・

荒
小
田

・
山
田
の
も
の
で
あ
る
。

（
４３
）

市
大
樹

「九
世
紀
畿
内
地
域
の
富
勇
層
と
院
宮
王
臣
家

・
諸
司
」
翁
ヒ
ス
ト
リ

ア
』

一
六
三
、　
一
九
九
九
年
）
、
吉
川
真
司

「院
宮
王
臣
家
」
翁
日
本
の
時
代

史
』
五
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
、
参
照
。

（
４４
）

吉
川
真
司

「院
官
王
巨
家
」
（前
掲
）
。
な
お
ま
た
、
院
宮
王
臣
家
相
互
に
お
け

る
田
地
の
売
買

。
相
博

。
伝
領
と
い
っ
た
事
情
も
想
定
で
き
る
し
、
さ
ら
に
は
出

石
郡
に
お
け
る
相
論
に
民
部
卿
家
が
介
入
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

（佐
藤
泰
弘

氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）
も
考
え
ら
れ
る
。

（
４５
）

佐
藤
泰
弘

「平
安
時
代
の
国
の
検
田
」
亀
史
林
』
七
五
十
五
、　
一
九
九
二
年
。

改
題
し
て
同

『日
本
中
世
の
黎
明
』
〔前
掲
〕
、
所
収
）
。

（
４６
）

た
だ
し
、
木
簡
⑫
は
深
田
遺
跡
で
出
土
し
、
但
馬
国
府
の
業
務
に
伴

っ
て
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
気
多
郡
家
で
な
く
但
馬
国
府
に
運
ば
れ
た
理
由
に
つ

い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
え
た
い
。

（
４７
）

例
え
ば
左
の
袴
狭
遺
跡
出
土
木
簡
は
そ
う
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

〔
副
ヵ
〕

配

剛
胴
聞

…

田

喝

苅
所
ヂ

　

木
三

２５‐

〔
Ｔ
盟

（
４８
）
　

『本
朝
世
紀
』
天
慶
四
年

（九
四

一
）
十
月
二
十
六
日
条
。

（
４９
）

天
慶
二
年

一
二
月
二

一
日
、
藤
原
純
友
を
召
喚
す
る
官
符
が
、
摂
津

・
丹
波

・

但
馬

・
播
磨

・
備
前

・
備
中

・
備
後
に
下
さ
れ
た
こ
と

（
『本
朝
世
紀
』
同
日

条
）
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

（
５０
）

戸
田
芳
実

「王
朝
都
市
と
荘
園
体
制
」
３
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
四
、　
一
九
七

六
年
。
同

『初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
〔前
掲
〕
、
所
収
）
。

（付
記
）
本
稿
は
但
馬
特
別
研
究
集
会
の
報
告
原
稿
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
が
、
当
日

は
時
間
の
関
係
で
、
末
尾
部
分
を
切
り
捨
て
た
。
論
拠
や
訂
正

・
補
説
し
た
点
に

つ
い
て
は
注
に
明
記
し
た
。
準
備
段
階
で
種
々
ご
教
示
下
さ
っ
た
佐
藤
泰
弘

・
鈴

木
景
二

・
山
本
崇

・
吉
野
秋
二
の
各
氏
、
お
よ
び
但
馬
で
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
わ

っ
た
方
々
に
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。




